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平成21年度　人事行政等の運営の状況（抜粋）�
　対馬市職員の給与や職員数、勤務条件などについて公表いたします。なお、詳しい内容は、対馬市総務課及び�
各地域活性化センター地域支援課で閲覧できますし、対馬市ホームページでもご覧いただけます。�

①職員採用の状況 （単位：人）�⑦勤務時間の状況 （平成20年４月１日現在）�

⑧休暇の種類 （平成20年４月１日現在）�

⑨人件費の状況 （平成20年度普通会計決算）�
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区　分�上級試験�中級試験�初級試験�選　考� 備　考�

②退職の状況 （単位：人）�

③部門別職員数の状況 （単位：人）�

④年齢別職員構成の状況 （単位：人）�

⑤職員の分限処分の状況 （単位：人）�

⑥職員の懲戒処分の状況 （単位：人）�
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区　分� 48～51 52～55 56～59 60以上�合　計�

職員数�

処　分　事　由� 降 任 �免 職 �休 職 �合 計 �

0 0 3 3心身の故障�

処　分　事　由� 戒告�減給�停職�免職�合計�

法令に違反した場合� �
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職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合�

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合�

2 8 31 67 79 62 50 66

職員数�
20年４月１日現在�

94 120 107 0 686

１週間の勤務時間�始業� 終業� 休息時間�休憩時間� 週休日�

40時間� 8：45 17：30 12：00～12：15�
17：15～17：30

12：15～13：00 土曜日�
日曜日�

区　　分� 付与日数�

20日�

90日�

必要な期間�

〃�

〃�

５日の範囲内�

〃�

８週間�

〃�

２日�

年　次　休　暇�

病　気　休　暇�

介　護　休　暇�

組　合　休　暇�

公 民 権 行 使 �

官公署への出頭�

骨 髄 液 提 供 �

ボランティア�

結　　婚�

産　　前�

産　　後�

出　産　補　助�

特

別

休

暇

�

区　　分� 付与日数�

５日の範囲内�

10日～１日�

１日�

３日�

７日の範囲内�

必要な期間�

〃�

〃�

６月の範囲内�

30日の範囲内�

子　の　看　護�

忌　　引�

祭　　日�

夏　　季�

住居滅失・損壊�

災害交通遮断�

公　益　団　体�

体　育　行　事�

特

別

休

暇

�

29,863,002千円�

歳出額（Ａ）�

⑩給与費の状況 （平成21年度普通会計予算）�

⑪職員の初任給の状況

595

人�

職員数�
（Ａ）�

6,394

千円�

一人あたり�
給与費（B/A）�

2,348,677

千円�

給　料�

区分�

⑫ラスパイレス指数

⑬期末手当及び勤勉手当の状況

区　分�

93.7�

98.3�

95.2

20年度�

93.6�

97.9�

94.9

19年度�

学歴� 初任給� 10年後� 20年後�

469,284

千円�

職員手当�

986,521

千円�

期末勤勉手当�

3,804,482

千円�

計（Ｂ）�

給　　　与　　　費�

5,721,862千円�

人件費（Ｂ）�

19.2％�

人件費率（B/A）�

19.7％�

昨年度人件費率�

（注）上記は当初予算の額。職員手当には退職手当は含まない。�

（注）各区分・学歴ごとの初任給の額は国と同額です。�

大学卒�

高校卒�

高校卒�

大学卒�

短大卒�

大学卒�

短大卒�

大学卒�

短大卒�

260,500円�

207,000円�

200,000円�

252,800円�

226,800円�

261,000円�

252,800円�

286,600円�

255,500円�

172,200円�

140,100円�

135,600円�

178,200円�

156,000円�

201,100円�

188,900円�

192,800円�

164,400円�

359,300円�

304,700円�

283,200円�

334,700円�

322,400円�

331,400円�

322,800円�

375,700円�

357,900円�

○ラスパイレス指数…国家公務員の給

　与水準を１００とした場合の地方公

　務員の給与水準を示す指数�

○類似団体…人口規模、産業構造が対

　馬市と類似している団体�

一人あたり平均支給額　1,656千円�
支給割合　期末手当（3.0月分）　勤勉手当（1.5月分）�
職務に応じた役職加算  5％～15％　管理職加算  なし�
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⑭退職手当の状況

勤続２０年�

勤続２５年�

勤続３５年�

最高限度額�

23.50月分�

33.50月分�

47.50月分�

59.28月分�

区　　　分� 普通退職�

30.55月分�

41.34月分�

59.28月分�

59.28月分�

835千円� 25,881千円�

勧奨・定年�

⑮特殊勤務手当の状況
支給実績（20年度決算）�

支給職員１人あたり平均支給額（20年度決算）�

職員全体に占める手当支給職員の割合（20年度）�

手当の種類（手当数）�

税務手当�

感染症等防疫作業手当�

犬猫等死体処理作業手当�

行路病人・死亡人取扱作業手当�

機械操作手当�

廃棄物処理業務手当�

介護手当�

消防業務手当�

火災等出動手当�

救急出動手当�

感染症搬送手当�

社会福祉業務手当�

１日�

１日�

１件�

１日�

月�

月�

月�

１夜�

１回�

１回�

１回�

月�

500�

3,000�

500�

6,000�

4,000�

5,000�

5,000�

400�

300�

200�

300�

5,000

8,663千円�

46,827円�

27.0％�

12種類�

手　当　の　名　称� 支 給 単 価（円）�

支
　
給
　
率�

⑯時間外勤務手当の支給状況
支給実績（20年度決算）�

職員１人あたり平均支給年額（20年度決算）�

53,629千円�

115千円�

⑰その他の手当の支給状況

扶養手当�

住居手当�

通勤手当�

管理職手当�

休日勤務手当�

夜間勤務手当�

特地（準特地）勤務手当�

教員特別手当�

単身赴任手当�

256,821円�

110,675円�

177,357円�

230,588円�

60,379円�

115,802円�

1,094,068円�

212,914円�

226,944円�

120,449千円�

46,705千円�

93,290千円�

27,440千円�

14,672千円�

9,380千円�

7,658千円�

1,490千円�

8,170千円�

そ の 他 の 加 算�

一人あたり平均支給額�

定年前早期退職特例措置（2％～20％加算）�

（注）職員手当の一人あたりの平均支給額は、前年度に退職した全職種にかかる職員�
　　　に支給された平均額�

※平成２０年４月より市長の給料を、合併当時の給料８００千円の３０％、副市長も�
　同様に６１２千円の２０％を減額しています。�

（平成20年度実績）�

手　当　名� 支給実績� 支給職員１人あたり平均支給年額�

⑱特別職の報酬等の状況

議　長�

副議長�

議　員�

期 末 手 当 � 3.35月分（20年度支給割合）�
市長・副市長�

市議会議員�

市　　長�

副 市 長�

給料月額×在職年数×600/100�

給料月額×在職年数×360/100
退 職 手 当 �

342,000円�

290,700円�

273,600円�

598,000円 ／ 230,000円�

522,000円 ／ 200,000円�

465,000円 ／ 180,000円�

（参考）類似団体における最高／最低額�

（平成21年４月１日現在）�

区　分� 給　　料　　月　　額　　等�

給
　
料�

報
　
酬�
対馬市職員を募集中！�対馬市職員を募集中！�対馬市職員を募集中！�
■受付期間　平成21年12月１日（火）～12月28日（月）�
　　　　　　午前８時45分～午後５時30分まで。�
　　　　　　ただし、土・日・祝日は受け付けません。�
　　　　　　郵送の場合は、12月28日の消印有効です。�

■採用職種、採用予定、受験資格等�

管理栄養士�
（１　名）�

昭和５４年４月２日以降に生まれた人で、管理栄養士の免許取得者�
又は平成２２年春季国家試験で当該免許を取得見込みの人�

保　育　士�
（若干名）�

昭和５４年４月２日以降に生まれた人で、保育士の登録を受けてい�
る人又は平成２２年３月３１日までに登録見込みの人�

※詳しくは、対馬市総務企画部総務課までお問い合わせください。�
　☎０９２０（５３）６１１１（内線４１２）�
　対馬市ホームページでも確認できます。�
　ホームページ　http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/

市　長�

副市長�

560,000円�

489,600円�

940,000円 ／ 259,000円�

769,000円 ／ 249,000円�
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博多～壱岐～対馬航路で�
　　　運賃の福祉・教育割引を実施�
博多～壱岐～対馬航路で�
　　　運賃の福祉・教育割引を実施�
博多～壱岐～対馬航路で�
　　　運賃の福祉・教育割引を実施�

～平成22年１月から３月末まで実施～�～平成22年１月から３月末まで実施～�
　長崎県では、離島基幹航路運賃対策協議会を設置し、運賃の引き下げに向けた取り組みが進められ、
離島と本土を結ぶ６航路において、下記の運賃割引の社会実験が行われます。�
　対馬市の場合、本事業の対象航路は、博多～壱岐～対馬航路のフェリー及びジェットフォイルで、
平成22年１月から実施されますのでお知らせします。�
（※平成22年の年始は、ジェットフォイルが比田勝港へ昼間寄港しますが、比田勝港の乗降者に対
しても同様に新設割引が適用されます。）�
　なお、国・県補助対象航路の博多～比田勝航路のフェリーについては、同様の割引制度を市の単独
補助事業として社会実験を行うための補正予算を、現在開会中の市議会に提案中であり、決定され次
第、対馬市CATV等でお知らせすることといたしております。�

　この社会実験は、平成22年３月まで実施されます。平成22年４月以降についても、アンケート結果
や船の利用者数などを参考にして、同様の運賃割引を継続実施できるよう検討が進められていきます。�

割引対象は、島内在住の方で、次のいずれかに該当される方で、証明書等の提示が必要です。�

特定疾患割引�
名　　称� 内　　　　　容� 割　引　額�

後期高齢者割引�

就職活動割引�

進学受験割引�

島内学生グループ割引�

自動車航走運賃割引�

特定疾患医療受給者証をお持ちの方�
75歳以上の方�

就職活動のため船を利用される中学３年生、�
高校３年生�

進学・受験のため船を利用される小学６年生、�
中学３年生、高校３年生�

学校行事などで船を利用される５名以上の小学生、�
中学生、高校生のグループ�

自動車で乗船される身体障害者手帳をお持ちの方�
（第１種身体障害者の介護者の方も割引の対象と�
なります。）�

フェリー２等、ジェ�
ットフォイルが対象�
で、片道基本運賃の�
半額�
※自動車航走運賃割�
引…割引額を自動車�
航走料から差し引く�

■問い合わせ…九州郵船（株）対馬支店 ☎0920（52）0001  または比田勝出張所 ☎0920（86）2772

★航路改善に向けた３要望事項を協議中★�★航路改善に向けた３要望事項を協議中★�

　現在、下記事項について、対馬市航路対策協議会と協議を行いつつ、九州郵船（株）との話し合�
いを進めていますのでお知らせします。協議経過及び結果については、今後、広報誌等を通じて�
広く市民の皆様にお伝えすることとしています。�

●ジェットフォイルの比田勝港延伸について�
　繁忙期のジェットフォイル運航体制（比田勝港昼間寄港）の通年運航について�
●「フェリーげんかい」出港時間の変更について�
　比田勝港出港時間を15時05分から13時00分へ変更することについて�
●「フェリーちくし」運休便の運航再開について�
　博多港発20時35分発「フェリーちくし」（現在郷ノ浦港止まり）の厳原港寄港便の�
　運航再開について�

■問い合わせ…対馬市地域再生推進本部 ☎0920（53）6111
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、
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わ
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。
　
　

　
ま
た
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は
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る
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会
保
険
事

務
所
の
建
物
を
そ
の
ま
ま

使
用
し
ま
す
の
で
、
所
在

地
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
日
本
年
金
機
構
の
設
立

に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
社
会

保
険
庁
や
社
会
保
険
事
務

所
の
名
義
で
ご
案
内
し
て

い
た
各
種
の
関
係
書
類
は
、

内
容
に
よ
り
、
今
後
は
厚

生
労
働
省
ま
た
は
日
本
年

金
機
構
の
名
義
で
ご
案
内

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
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な
り
ま
す
が
、
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民
の
皆

様
方
に
何
ら
か
の
手
続
き
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し
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い
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く
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一
切
ご
ざ
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せ
ん
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ご
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心
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だ
さ
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国
民
年
金
保
険
料
の
納
め

忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

平
成
21
年
度
の
国
民
年
金

保
険
料
は
、
一
ヶ
月
１
４
、

６
６
０
円
で
す
。

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料

は
、「
社
会
保
険
料
控
除
」

と
し
て
全
額
控
除
の
対
象

と
な
り
、
税
金
の
負
担
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。
ま
だ
納

付
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

至
急
お
近
く
の
金
融
機
関

ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
等
で
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。
保
険
料
に
つ
い

て
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
長
崎
北
事
務
所

（
☎
０
９
５-

８
６
１-

　
　
　
　
　
１
５
８
２
）

　
　
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

長
崎
社
会
保
険
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
運
営
課

１
月
20
日
（
水
）

　
　
　
　
午
前
10
時
か
ら

　
　
　
　
午
後
５
時
ま
で

対
馬
市
役
所

　
　
　
別
館
第
１
会
議
室

１
月
21
日
（
木
）

　
　
　
　
午
前
９
時
か
ら

　
　
　
　
午
後
２
時
ま
で

美
津
島
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
別
館
会
議
室

○
日
本
年
金
機
構
が

○
日
本
年
金
機
構
が�

　
　
　
設
立
さ
れ
ま
す

　
　
　
設
立
さ
れ
ま
す�

○
日
本
年
金
機
構
が�

　
　
　
設
立
さ
れ
ま
す�

○
国
民
年
金
保
険
料
を

○
国
民
年
金
保
険
料
を�

　
　
　

　
　
　
納
め
ま
し
ょ
う

納
め
ま
し
ょ
う�

○
国
民
年
金
保
険
料
を�

　
　
　
納
め
ま
し
ょ
う�

▼
社
会
保
険
事
務
局
の�

　
出
張
相
談
等
の
お
知
ら
せ�
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　「あん摩・マッサージ・指圧」を業としようとする者は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、き
ゅう師等に関する法律」に基づき免許を受けなければなりません。�
�
◆あん摩・マッサージ・指圧等の施術を受けられる方へ�

　「あん摩・マッサージ・指圧」また「はり・きゅう」を受けられる際には施術者が有資格者であ
るかどうかの確認をされるようお願いします。無資格者の行為により万一事故が発生した場合に
は補償が受けられない等のトラブルになる可能性があります。�
�
◆旅館・ホテル等の経営者の方へ�

　旅館・ホテル等において、マッサージ等を行う者を受け入れる際には施術者の免許確認を行う
など、無資格者によるあん摩サッサージ指圧行為が行われることのないようお願いします。�

        あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律（抜粋）�
第　1　条　  医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としよ�
                    うとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又は、きゅ �
                    う師免許を受けなければならない。�
�
第13条の7　  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。�
　　　　　1　第1条の規定に違反して、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを�
　　　　　　  業とした者�

無資格者によるあん摩・マッサージ・指圧業の防止について�
�

参　考�

【長崎県対馬保健所　☎0920-52-0166】�



①
ま
き
餌
の
総
量
制
限

　
１
人
１
日
、
10
㎏
以
内

②
時
期
、
時
間
の
制
限

　
12
月
１
日
か
ら
３
月
31
日
ま
で
の
間

は
午
後
９
時
か
ら
午
前
６
時
ま
で
の
ま

き
餌
釣
り
を
禁
止

③
釣
獲
量
の
制
限�

　
ま
き
餌
釣
り
に
よ
る
釣
獲
量
は
、
１

回
の
釣
行
で
の
実
釣
日
数
に
か
か
わ
ら

ず
１
人
１
釣
行
、
10
㎏
以
内

④
体
長
の
制
限

チ
ヌ
20
㎝
、
ク
ロ
15
㎝
以
下
は
再
放
流
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

対
馬
沿
岸
海
域
利
用
対
策
協
議
会

　
事
務
局
対
馬
市
役
所
水
産
振
興
課

T
E
L
０
９
２
０（
５
３
）６
１
１
１

　
①
ま
き
餌
の
総
量
制
限

　
②
時
期
、
時
間
の
制
限

　
③
釣
獲
量
の
制
限

※
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
に
関
す
る
詳

細
事
項
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】�

対
馬
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

事
務
局
　
対
馬
振
興
局
水
産
課

　
　
☎
０
９
２
０（
５
２
）１
３
１
１

　障害者手帳をお持ちでないため、今まで税の申告の際に、障害者又は特別障害者控除を受けられな
かった方でも下記の要件を満たした方は、控除を受けられるようになります。�
�○対象となる方 �
　障害者手帳をお持ちでない、65才以上の介護保険の認定を受けた方で、次の認定基準に該当する
　場合に「障害者控除対象者認定書」を交付いたします。�
　申告の際にこの認定書を提示すると、障害者控除を受けることができます。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
○申請について�
　・本人又はご家族の方からの申請が必要です。                    �
　・申請書は、福祉事務所福祉課及び各福祉保健センター、各地域活性化センター住民生活課で交付
　　いたしますので、印鑑と介護保険被保険者証をご持参の上、申請ください。�
　・障害者控除対象者認定書は、後日、郵送にて交付いたします。�
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★
注
意
し
て
く
だ
さ
い
！

外
国
人
の
方
は
、

「
ま
き
餌
釣
り
」

そ
の
も
の
が
法

律
で
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
違
反
し
た
場

合
は
３
年
以
下
の
懲
役
、
若
し
く

は
4
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
、
又

は
こ
れ
ら
が
併
科
さ
れ
ま
す
。

遊
漁
ル
ー
ル�

対
馬
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示�

�

　
対
馬
で
は
「
対
馬
に
お
け
る
遊
漁
ル
ー
ル
」や
、「
対
馬
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

指
示
」に
よ
っ
て
、秩
序
あ
る
遊
漁
、適
正
な
漁
場
利
用
の
確
立
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　「
遊
漁
ル
ー
ル
」、「
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
」は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

主
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、資
源
保
護
に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、「
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
」に
違
反
す
る
と
長
崎
県
知
事
に
よ
る
遵
守
命

令
が
発
せ
ら
れ
、命
令
違
反
に
は
罰
則
も
あ
り
ま
す
の
で
、注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

対
馬
で
遊
漁
を
楽
し
ま
れ
る
皆
様
へ

対馬市福祉事務所福祉課　〒817-1201　対馬市豊玉町仁位380番地�
　　　　　　　　　　　　☎0920-58-2294  FAX 0920-58-2551

◇障害者控除対象者認定書の交付について

知的障害者（軽度・中度）に準ずる方 �

身体障害者（3級～6級）に準ずる方�

知的障害者（重度）に準ずる方�

身体障害者（1級、2級）に準ずる方�

認知高齢者の日常生活自立度が�
ランクⅡ、又はランクⅢ
障害高齢者の日常生活自立度が�
ランクA�
認知高齢者の日常生活自立度が�
ランクⅣ、又はランクM      �
障害高齢者の日常生活自立度が�
ランクB又はランクC      

障　害　者�
�
�
�
特別障害者�

控　除　　　　　　　　　　認定区分             　　　　　　　　　　　認定基準          

※認定基準に該当するかどうかは意見書、調査票に基づき市で判定いたします。�

問い合わせ�


